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東日本大震災への災害派遣

関西広域連合（2府5県）が、ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ（対応）方式により

被災県を支援することを決定。 （Ｈ２３．３．１３）

主な支援内容

(1) 被災地対策

(2) 支援物資等の提供

(3) 応援要員の派遣

(4） 避難生活等の受け入れ

※※※※※兵庫県における対応※※※※※

宮城県北部沿岸市町支援本部の設置と運営

１ 派遣場所 気仙沼市、石巻市、南三陸町

２ 派遣職種 ①保健・医療・福祉連絡員 ②仮設住宅対策 ③がれき処理

④教育支援 ⑤ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ統括 ⑥保健師

３ 派遣期間（第一次派遣） Ｈ２３．３．２３～３．３０ ８日間

被災県 応 援 府 県

岩手県 大阪府、和歌山県

宮城県 兵庫県、鳥取県、徳島県

福島県 滋賀県、京都府
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東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）
Ｈ２３．５．１６

１ 処理推進体制

(1) 国の役割

・処理指針の作成（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）

・財政措置

・専門家の派遣その他必要な支援

(2) 県の役割

・市町村等との総合調整

・災害廃棄物処理の実行計画の作成

・市町村の事務委託による災害廃棄物の処理

(3) 市町村の役割

・県の処理実行計画を踏まえた災害廃棄物の処理



２ 処理に関する方針

(1) 財政措置

・災害救助法の負担率を勘案した国庫補助率の嵩上げ

・地方負担分は災害対策債により対処し、元利償還金の

100%を交付税措置

(2) 効率的執行の確保

・廃棄物の処理方法や処理技術等に専門家の関与

・可能な限り地元雇用を考慮した処理を基本

・ｽﾋﾟｰﾄﾞと効率性の観点を踏まえた適正予定価格の設定

・近隣自治体との共同処理体制の構築

・県外自治体や民間業者の処理施設に係る受入れ

(3) 処理の考え方

・再生利用が可能なものは、極力再生利用する。 ：別添1
・収集は24年3月末、処分は26年3月末までを目途：別添2
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阪神・淡路大震災のケース

１ 地震の発生状況

・発生日時 平成7年1月17日 午前5時46分
・規模 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7.2（震度6 一部で7）

２ 被害の概要

・災害救助法指定市町数 10市10町
・死者（負傷者）数 6,394名(40,071名)
・被害家屋数 全壊家屋 103,934棟

半壊家屋 136,096棟
焼失家屋 7,456棟

・災害廃棄物発生量 約 20,000千㌧





３ 兵庫県災害廃棄物処理計画の概要

(1) 災害廃棄物の発生量、ﾘｻｲｸﾙ目標量

(2) 処理の考え方

・住宅・建築物系は、市町が解体・処理する。

・大企業の事業所等の解体は、自己処理とする。

・公共・公益施設系は、当該事業の管理者が行う。

・解体撤去はＨ７年度中、処分(再資源化を含む）はＨ８年度

中に完了する。

廃棄物発生量

（千㌧） ｺﾝｸﾘｰﾄがら 木くず 金属くず

14,500 5,000 70 120 5,190

道路・鉄道等 4,800

公団・公営住宅等 700

20,000 9,430 70 310 9,810

・土地造成 ・ﾁｯﾌﾟ、ﾊﾟﾙﾌﾟ

・建築資材 ・燃料、肥料

計

4,620

－

災害廃棄物の発生源

計

ﾘｻｲｸﾙ予定量（千㌧）

4,430 － 190

ﾘｻｲｸﾙの用途 ・製鋼原料参　　考

住宅・建築物系

公共・公
益施設系







項 目 東日本大震災 阪神・淡路大震災

１ 地震の規模
ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 9.0
震度 7

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.2
震度 6

２ 人的被害
（Ｈ．24.1.27現在）

（死亡要因）

死亡者 15,84５人
行方不明者 3,３68人

（水死が大部分）

死亡者 6,434人
行方不明者 3人

（圧死、損傷死）

３ 被害の特徴

・木造・ﾓﾙﾀﾙ家屋は基礎
部分を除き流出。

・ｺﾝｸﾘｰﾄ建築物は非流出。
・陸上部分に、車や船舶が
散乱。

・低地、河川に沿って被害。
・放射能による汚染が発生

・木造家屋、ｺﾝｸﾘｰﾄ建築物
の両方とも倒壊。

・がれき類は、倒壊場所に
そのまま存在。

・活断層に沿って被害。

４ 震災廃棄物の量
（Ｈ．２３．１２．２７現在）

22,473千㌧ 19,580千㌧

東日本大震災と阪神・淡路大震災との比較







阪神・淡路大震災における災害廃棄物の処理
（当協会が実施した淡路地域9町の処理状況）

災害廃棄物
（203,000m3）

振動ふるい

30～150 mm 30 mm 以下150 mm 以上

機械・手分別 水槽分別

海面埋立地

金 属 木くずガレキ ガレキ木くず

浮遊木くず

焼却炉

破砕機

【再資源化】

【木くず・ガレキ混合物】



水槽分別の構造

ガレキ

木くず

災害廃棄物 投入
回収(半自動）

回収
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